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18・19 歳の消費者教育 ―成年年齢引き下げへ向けて― 

 

 

１．はじめに 

 いよいよ 2022年 4 月より改正民法が施行され、成人年齢の引き下げが行われる。新たに

成人となる18・19歳は、保護者の同意なしでクレジットカード等の様々な契約ができるよ

うになる一方、社会経験が少ないにもかかわらず、「未成年取消権」の適用範囲からも外

れてしまうため、消費者問題に巻き込まれるリスクが増加したり、悪徳商法などのターゲ

ットになりやすくなったりなどの懸念も多く存在する。 

 そこで本論文では、新たに成人となる18・19歳への「消費者問題に関する教育」に着目

し、現状の教育現場での問題点を踏まえ、今後の消費者教育の形について提言を行う。 

 

２．教員からみた消費者教育 

 来年に控えた成人年齢引き下げへ向けて、まず、自治体ではどのような取り組みが行わ

れているのか、例を挙げてみていく。神奈川県では、高校生向けの消費者教育資料1とその

指導用解説書2が今年 7 月に発行されるなど、現場への資料提供が行われている。東京都で

は、学校や教員を対象とした講習会・出前授業の実施、保護者へ向けた啓発チラシの配布、

さらに若者に対して SNS やインターネットを利用した注意喚起情報の発信が行われている

3。また、教育現場、特に高校教育においては、家庭科に「金融教育」が必修内容となった

り4、消費者問題、特に「契約」についての内容を今までより重点的に取り入れようとする

姿勢を見せる学校があったりする5などの変化がみられる。 

 一方、現場で指導を行う教員からは、成人年齢引き下げに伴う18・19歳への消費者教育

について懸念を示す意見も多い。神奈川県弁護士会が高校・大学教員を対象に行ったアン

ケート6では、「成人年齢引き下げにより、どのような問題が発生すると考えられるか？」

という質問に対して、「親権者の同意なしで借金やクレジットカード作成などができてし

まう」、「マルチ商法など悪質商法の的になる」という回答が多くあり、また、「自身の学

校での消費者教育は十分か？」という質問に対しては、「どちらともいえない」、「限られ

た時間の中では不十分」などの回答が多かった。さらに「成人年齢引き下げに伴ってどの

ようなことに注意したい？」という質問に対して、「授業で消費者問題を取り扱う時間を

増やす」、「教師向けの研修を実施したい」という声があったものの、「外部講師への依頼」

に関しては、「予算」や「外部講師の質」、「時間の確保が困難」であることを理由として、

「検討中」であったり、「しない予定」であるという回答が多かった。以上のことから、

成人年齢引き下げにより発生する問題に懸念はあるものの、自分が働く学校では、学生に

対する消費者問題に関する教育は十分だとは感じておらず、かといって外部講師への授業

依頼は、予算や時間確保の面から実行に踏み切れない、という点で、消費者教育を勤務先



の学生や生徒に行うことには消極的であることが現場で働く教員からみた問題点であると

考えられる。 

 

３．課題解決に向けた提言 

 18・19 歳へ向けた消費者教育を行うにあたり、先に述べた問題点を踏まえると、「授業

時間と予算の確保」、そして「授業内容の質の向上」が課題であるといえる。そのために

は教員の消費者教育についての研修等を増やすべきだと考えられる。国民生活センターか

ら発表された記事においても、「まず教える側が消費者教育の必要性を実感するべき。」と

の指摘がなされている7。しかし、授業時間と同様、教員の研修時間についても十分に確保

できないという現状がある。そこで、限られた時間の中で、18・19 歳を対象に、今よりも

質を重視した消費者教育を行う目標を実現するために、私は「消費者問題についての高大

連携授業」を提言する。 

 消費者教育に特化した授業が行われているかどうかは不明だが、少なくとも高大連携で

の授業は全国的に拡大してきている活動である。そこで 18・19歳へ向けた消費者教育にお

いても、高大連携授業形態を全国でもっと積極的に活用するべき、というのが私の提言で

ある。具体的には、消費者庁をはじめとする関連団体が基本となる項目をまとめたひな形

を作成した上で、現時点で既に行われている高大連携の方法を踏襲し、大学側に協力を求

める形をとり、授業で用いる資料の作成も基本は大学生が行うというものである。基本項

目のひな形に関しては、冒頭でも述べたように、現在18・19歳が巻き込まれる消費者問題

の事例として、ネット関連のトラブルが高い割合を占めている8ことから、ネット対策等専

門的な知識も必要となることが予想されるため、やはり必要となる過程だといえる。 

 高大連携での授業を行うことのメリットは、学生同士で学びを深め合うことができる点

にある。大学生は自分達が高校生に対して教える必要があるため、積極的に消費者問題に

ついて理解を深め、分かりやすく伝えようと工夫しようとする。さらに、自らの学びを発

表する場としても捉えることができる。また、高校生も、自身と年齢の近い人が教師とな

ることで、消費者問題が他人事ではないという自覚をより強く持つことができ、それによ

ってより実践的な感覚をもって消費者問題の学習に取り組むことができると考えられる。

実際に岡山県では、大学生が消費者問題について県内の中学校・高校で授業を行ったとい

う事例が存在する9ことから、実現可能性という点では有効であり、また、教員の負担とし

ては学生及び生徒の主体的な学びを支援することに留まることから、教員の研修時間も削

減することができると考える。 

 

４．おわりに 

 本論文では、現場の教員からみた消費者教育の問題点を取り上げ、それらの解決策とし

て、高校・大学の連携授業を行うという提言を行った。「未成年取消権」が適用できなく

なることから、制度面からの 18・19歳の保護を求める意見もあるが、自身が関わるかもし



れない危険について知っておくことは、自らを守る大切な手段の一つである。本提言によ

って、高校生・大学生が自発的に消費者問題に取り組み、現在懸念されている問題が起こ

らないような社会を学生自身の行動でつくりだすことが重要だと考える。 
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 審査委員長のコメント 

高校生に対する消費者教育について「授業時間と予算の不足」や「授業内容の質の問

題」を課題としたうえで、高大連携授業形態の全国での積極的活用を提言している点が

高い共感を得た。実現していくための具体的なアイデアが加われば更に評価できる。 
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